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災害状況調査業務実施要領 
 

平成22年10月25日 22関整第1005号(防) 

関東農政局長   

 

一部改正 平成23年 8月 8日 23関整第250号   

 

 

第１ 趣  旨 

関東農政局管内において、地震や大雨等の自然災害等により国営造成施設が被災し、被害

が大規模に及ぶと想定される場合や、大規模な地すべり等の発生により農地・農業用施設に

被害を及ぼす恐れがある場合など、国自らが、即座に被災の状況を把握し対応する必要があ

ると判断される場合、国の職員以外にも、専門的知見・技術力を有したコンサルタント等を

活用することで、緊急的に調査・観測・解析等を実施し、被害状況の把握、被災防止、被災

時の復旧計画の策定等迅速かつ円滑な実施を推進する必要がある。 

そこで、被害拡大や二次災害の防止等に寄与することを目的として、コンサル活用のため

の業務請負契約を迅速に締結できるような体制整備を図るものである。 

 

第２ 適用範囲 

 災害状況調査業務は、地震・大雨等の自然災害や地すべり等が発生し、国営造成施設

や、その他多くの農地・農業用施設に被害を及ぼす恐れがある場合など、整備部長が必要

と認めた場合に、「測量・建設コンサルタント等」業務に係る競争参加資格の認定を受け

ている者との契約により緊急的な災害状況調査を行うことができるようにするものであ

る。 

 １．災害状況調査の手順 

  災害状況調査は以下の手順で行う。 

（１）発災後国の職員が「農地農業用施設等災害緊急派遣調査実施規程」(平成21年5月28

日付け21農振第438号農村振興局整備部長通知)による初期情報収集並びに緊急概査

等を実施すること。 

（２）（１）の結果を受け、同規程による技術支援により、整備部長が災害状況調査の必要

性を判断すること。 

（３）速やかに災害状況調査を契約すること。 

（４）災害状況調査を実施すること。 

 を想定し、発災後速やかに業務を実施できる体制を整えるものである。 

 ２．適用範囲 

（１）本要領では、災害状況調査業務に係る契約手続についての運用を定める。 

（２） 契約行為は発災後速やかに行うため、会計法29条の3第4項(緊急時の随意契約)を

想定し、透明性、公平性に配慮した手続を定める。 

（３）なお、緊急性にかんがみ、契約する作業量は技術支援が可能な必要最小限に限定する。 

 

第３ 災害状況調査業務の契約手続 

基本的な手続きは以下のとおりとするが、これにより難い場合は、別途検討するもの

とする。 
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（１）災害状況調査業務請負契約は、別紙「関東農政局災害状況調査業務の契約手続フロー」

により実施する。 

（２）契約手続に係る入札・契約手続審査委員会には、次の段階で諮るものとする。 

ア 災害状況調査業務の契約の相手方の特定段階 

見積依頼前 … 契約候補者（見積依頼先）の決定に関する事項。 

（必要に応じて持廻り決裁による開催とする。） 

（３）入札・契約手続審査委員会に諮る事項は、事前に「関東農政局競争参加資格技術審査

会」（以下「技術審査会」という。）を了するものとする。 

 

第４ 災害状況調査に派遣する者 

（１）災害状況調査に派遣する者は、建設コンサルタント等競争参加資格者名簿に登録され

ている者の中から、あらかじめ希望者を公募する。 

（２）公募に基づき参加表明し、技術資料の提出のあった者から、別紙１「請負契約候補者

名簿登録審査要領」により契約候補者として名簿を作成する。 

（３）災害状況調査に派遣する者は、以下により特定し派遣する。 

ア （２）で作成した名簿から１０者選出する。 

イ 災害状況調査の対応について照会（別紙２）する。 

ウ 応諾のあった者の中から「災害状況調査業務対応業者特定基準」（別紙３）により

契約候補者を特定する。 

エ 災害状況調査業務の随意契約を締結し、その者を派遣する。 

 

第５ 災害状況調査に係る事務局 

請負契約候補者の名簿作成及び災害状況調査業務の契約締結に係る資料は防災課が作成

するものとし、設計課及び水利整備課が補助に当たる。 

 

第６ 請負契約候補者名簿 

 請負契約候補者名簿の作成は、原則として毎年度末までに行い、名簿作成後から年度末ま

でを有効期限とする。なお、競争参加資格者名簿の更新に伴う定期受付等やむを得ない事情

により名簿作成が困難な場合など、新しい名簿を作成するまでの間、従前の名簿を有効とす

る。 

 

第７ 細 則 

（１）災害状況調査業務として想定される対象 

発災後速やかな緊急調査を想定していることから、対象を以下に限定する。 

ア 国営造成施設のうち基幹的重要構造物であって、被災時において周辺に対する二次

災害、又は受益農地に対する営農上の支障など、被災による影響が大きいと想定さ

れる施設(ダム、ため池、頭首工、大規模用水路など)で、整備部長が必要と判断し

た場合。 

イ 国営造成施設であって、被災により適正な維持管理の範疇を超えた対応が必要であ

り、施設管理者等からの要請があった場合。 

ウ 大規模な農地地すべり地域の調査であり、県等からの技術支援の要請があった場合。 

（２）災害状況調査業務として想定される主な作業項目 

ア 地すべり観測、解析に係る事項 

  地すべりの範囲、すべり面、移動速度等の把握などに必要な観測、調査、解析及び
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被害想定等 

イ ダム、ため池等の観測、安定解析に係る事項 

  降雨、地震等により生じたダム・ため池堤体、周辺構造物、周辺地山の変状等の把

握のために必要な観測、調査、機能診断、安定解析、被害想定等 

ウ 頭首工等の観測、安定解析に係る事項 

  降雨、地震等により生じた頭首工などの河川占有工作物及び周辺堤防等の変状等の

把握のために必要な観測、調査、機能診断、安定解析、被害想定等 

エ 大規模な水路等の調査、解析に係る事項 

  降雨、地震等により生じた水路等の被災に伴う被害状況の把握のための観測、調査、

機能診断、安定解析、被害想定等 

オ 被災箇所の簡易な測量、動態監視に係る事項 

  被災箇所の規模、変動等の簡易測量、被害エリア調査、動態監視又は施設全景監視

など 

（３）特別仕様書の作成に当たっては、現地の状況に応じて必要な作業項目を定め、技術審

査会に諮るものとする。 

 

第８ その他 

本要領に定めのない事項は防災課を窓口として処理に当たるものとする。 

 

第９ 附 則 

本要領は、平成２２年１０月２５日から運用する。 

本要領は、平成２３年 ８月 ８日から運用する。 
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別紙  関東農政局災害状況調査業務の契約手続フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

派遣決定 

公募内容について決裁 

(1)実施要領 

(2)手続フロー 

(3)公募スケジュール 

(4)公募（案） 

(5)公募要領（案） 

(6)選定基準（案） 

 ※(1)-(6)公募要領等の確定 

公募期間 

公募の翌日から起算して参加 

表明書の提出期限の前日まで 

10日(土日､祝日除く)以上 

技術審査会 

（技術資料審査） 

請負希望者の事前審査 

(1)記述内容 

・緊急対応の可否 

・災害状況調査等業務の有無 

・調査の実施体制(技術者) 

・技術提案の評価 

(2)添付資料 

・競争参加資格証明書の写し等 

↓ 

契約候補者の決定（順位付け、名簿作成） 

候補者の選定結果通知 

関東農政局ＨＰ等にて周知 

 

事象確認から速やかに 

契約締結（緊急随契） 

見積依頼の通知(メール、ＦＡＸ他) 

災害状況調査業務の発注 
[整備部] 

技術審査会 

技術審査会 

（方針検討） 

入札・契約手続審査委員会 

（契約候補者（見積依頼先）の決定）

公募内容の検討・確認 

公募文、公募要領の公示 

(掲示板、関東農政局ＨＰ) 

災害派遣候補者選定通知 

契約候補者（名簿）の決定 

持ち回り決裁 

選定 

※（契約書、特別仕様書、見積依頼書等の素案作成は事前に行っておく）

（持ち廻り開催可）21.3.18付20経2073経理課長通知」第4の2の(3) 

毎
年
公
募 

災害状況調査業務を緊急的に 

発注可能な体制整備 

(契約候補者名簿の作成) 

発
生
の
都
度 

応諾可否 

災害派遣業務対応調書 提出依頼(上位１０者)

NO
対象外 

[整備部] 

技術審査会 

大規模地すべり発生 

大規模国営造成施設被災 

災害発生 

○緊 ○急 ○概 ○査 

・業務仕様書、見積依頼先の決定 

見積書提出(メール、ＦＡＸ他) 

見積合わせ 

契約の決定通知 

契約締結 

・随意契約候補者の特定(1者) 

・業務仕様の作成（仕様書、作業項目表) 

緊急調査 

yes

参加表明書(提出期限) 

公募にかかる局内決裁 

・見積書の内容確認のうえ、契約 

・業務内容の決定 

・業務仕様の作成（仕様書、作業量等） 

・候補者名簿の整理、契約手順の確認 

・災害状況調査業務対応依頼調書の作成 

 

・被災情報を基に対応依頼業者の選定 

  (１０者) 
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(別紙１) 

請負契約候補者名簿登録審査要領 

 

災害状況調査業務を実施するための請負契約候補者名簿の登録に当たって、技術資料等

の審査は調査可能区域及び調査可能工種毎に次により行う。 

 

① 関東農政局における競争参加資格として、「測量・建設コンサルタント等」の「地質」、

「建設」、「測量」のいずれかの業務に登録されていること。 

② 営業区域が関東農政局の管内であり、調査可能区域と合致していること。 

③ 技術資料を以下の基準に基づき評点し、「評価項目」ごとの評点がいずれも０でないこ

と。 

 

評価項目 評価事項 点数 
配点 

（最大）

１ 法人の経験及び能力 

   （最大３件） 

 

※実施要領第７(2)ア～オ

毎に配点 

 

同種業務の実績（１件当たり） 

 

１０ 

３０ 
 

類似業務の実績（１件当たり） 

 

５ 

２ 調査実施体制 

（調査可能区域毎に災害状

況調査業務に従事可能な

技術者数） 

 

 

設計業務等技術者 (実施要領第７(2)ア，イ，ウ) ７５ 

技師長以上    ＠５点 ３人まで 

主任技師     ＠４点 ５人まで 

技師Ａ以下    ＠３点１０人まで 

１５ 

２０ 

３０ 

測量業務技術者  (実施要領第７(2)エ) ４７ 

測量主任技師以上 ＠４点 ３人まで 

測量技師     ＠３点 ５人まで 

測量技師補以下  ＠２点１０人まで 

１２ 

１５ 

２０ 

地質、土質調査業務技術者 (実施要領第７(2)ア) ２９ 

地質調査技師   ＠３点 ３人まで 

主任地質調査員  ＠２点 ５人まで 

地質調査員    ＠１点１０人まで 

９ 

１０ 

１０ 

（注） １ 法人の経験及び能力は、異なる最大３件の経験業務を評価する。 

 ２ 調査実施体制における配点は、評価の対象となる技術者が最大配点人員に満

たない場合、直近上位の技術者の最大配点人員を超える者をもって充てるこ

とが出来る。 

 



(別紙２)

送信履歴（各自記入）

緊　急

災害状況調査業務の対応 可能

会　　　　社　　　　　名

日　　　　　　　　　　時

場　　　　　　　　　　所

被　　災　　状　　況

回答期限

監理技術者

氏　　　　　　　　　名

所　 属　・　役 　職

T　E　L　（会社）

F　A　X　（会社）

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（会社）

携　　帯　　番　　号

携 帯  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

技術者区分

類似業務経験

主任技術者

氏　　　　　　　　　名

所　 属　・　役 　職

T　E　L　（会社）

F　A　X　（会社）

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（会社）

携　　帯　　番　　号

携 帯  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

技術者区分

類似業務経験

記載方法 関東農政局技術審査会 会長　　○○　○○
・太枠内を記入してください。
・「災害状況調査対応」については、「可能」、「不可能」のどちらかに「○」を付すこと。 担当者：整備部　　課　　係 　　　　　○○　○○
・「災害状況調査対応」が「可能」の場合は、会社名、住所、対応者、対応内容を記入すること。 TEL
・「災害状況調査対応」が「不可能」の場合は、会社名のみ記入すること。 FAX
・ 「技術者区分」、「資格」は公募時に提出した技術資料の記載内容による。
・ 対応内容について、現地到着し作業着手可能となる日時、調達が確実な資機材数量を記入すること。
・「回答日時」は、対応責任者が本調書を送信する際の時刻を記入すること。
・ 適宜欄を増やして記載して下さい。
・ 参考見積もりを添付して下さい。
・ 着手日に搬入できない機器等があっても、後日搬入可能であれば、その旨（搬入予定日も）記載して下さい。

業務着手日時(予定)

災害状況調査業務対応依頼調書

　このたび、下記により災害が発生したため緊急に調査・観測等を実施することとなりました。このことから下表協力要請内容に示す調査等業務実施の可否等について貴
社の意志を確認したく、下表に記入のうえ返送願います。

　なお、本調書は貴者における迅速な対応の可否について照会するものであり、契約を約束するものではありません。また、貴者に対して何らか
の拘束や義務を負わせるものでもありません。したがって、業務実施に際しては本調書による対応可能者の中から、改めて見積もりを徴収し、契
約締結の上で業務をお願いすることとなりますので申し添えます。

不可能 回　　答　　日　　時

被害の概要 調査内容

住　　　　　　　　　所

①計測機器 ②調査機材 ③その他

業務期間(予定)

調　査　の　概　要

その他　調査日程、調査に当たっての補足事項

着工可能日における観測機器等の調達状況

平成　　年　　月　　日　　時　までに回答願います。

区　　　　　　　　　分
災害状況調査業務　対応技術者 対応内容

配置技術者(人日)

現地作業
着手可能
日　　時

着手可能日
における派
遣可能調査

人員

着手可能日における希望する観測機器等
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記載例 (別紙２)

送信履歴（各自記入）

メール

FAX

緊　急

このたび、下記により災害が発生したため緊急に調査・観測等を実施することとなりました。このことから下表協力要請内容に示す調査等業務実施の可否等について貴

災害状況調査業務対応依頼調書

平成○○年○○月○○日○○時○○分 関東農政局→○○コンサル

平成○○年○○月○○日○○時○○分 ○○コンサル→関東農政局
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災害状況調査業務の対応 可能

会　　　　社　　　　　名

　このたび、下記により災害が発生したため緊急に調査・観測等を実施することとなりました。このことから下表協力要請内容に示す調査等業務実施の可否等について貴
社の意志を確認したく、下表に記入のうえ返送願います。

　なお、本調書は貴者における迅速な対応の可否について照会するものであり、契約を約束するものではありません。また、貴者に対して何らか
の拘束や義務を負わせるものでもありません。したがって、業務実施に際しては本調書による対応可能者の中から、改めて見積もりを徴収し、契
約締結の上で業務をお願いすることとなりますので申し添えます。

不可能 回　　答　　日　　時 平成○○年○○月○○日○○時

○○コンサル（株）関東支店 住　　　　　　　　　所 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１会　　　　社　　　　　名

日　　　　　　　　　　時

場　　　　　　　　　　所

被害の概要 調査内容

○○ ンサル（株）関東支店 住 所 埼玉県さいたま市中央区新都心

平成○○年○○月○○日○○時○○分 業務着手日時(予定) 平成○○年○○月○○日○○時

○○県○○市○○地内 業務期間(予定)
30日間
　機器設置後の観測期間30日間（解析等含む）、
　報告書とりまとめ期間10日間

4月5日○○市○○地区の水田で、地すべりによる亀裂
を確認 地盤は約5cm/日(4月10日現在)で活動しており

(例・・・実際のものではありません)

土質ボーリング　10日以内　礫混じり土 φ86 30m×5本

被　　災　　状　　況

回答期限

監理技術者

を確認。地盤は約5cm/日(4月10日現在)で活動しており
累積水平移動量は１週間で約１ｍとなっている。監視体
制を強化するとともに、地すべり範囲・深度を特定し対
策工法を検討するため、必要な観測計器の設置・観測
を実施する必要がある。

調　査　の　概　要

φ
(シンウォールサンプリング、傾斜地足場15゜ 5箇所)
傾斜計設置、撤去、観測×3 (2m×10段、常時観測)　20日間
伸縮計設置、撤去、観測×3 (警報機付き、常時観測)　20日間
地すべり範囲地表踏査、GPS簡易測量(1点)
地すべり解析
GPS測量データはリアルタイム伝送可能なものとする。

平成○○年○○月○○日○○時　までに回答願います。

区　　　　　　　　　分
災害状況調査業務　対応技術者 対応内容

配置技術者(人日) 着手可能日における希望する観測機器等監理技術者

氏　　　　　　　　　名 調査　太郎 主任技師 1人日

所　 属　・　役 　職 ○○部××部長 技師Ａ 3人日 傾斜計 1台 ボーリングマシン 1台 仮設足場 1台

T　E　L　（会社） 0**-****-**** 地質調査技師 5人日 伸縮計 2台 GPS測量機器 1台

F　A　X　（会社） 0**-****-**** 地質調査員 5人日 水位計 2台

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（会社） name@kaisya.co.jp

携　　帯　　番　　号 090-****-**** 傾斜計 1台 ボーリングマシン 1台 仮設足場 1台

携 帯 ﾒ ﾙｱﾄﾞﾚｽ k it i@**** j 現地踏査 伸縮計 1台 GPS測量機器 1台

②調査機材 ③その他

配置技術者(人日)

現地作業
着手可能
日　　時

着手可能日
における派
遣可能調査

人員

着手可能日における希望する観測機器等

①計測機器

着工可能日における観測機器等の調達状況

携 帯  ﾒｰﾙｱﾄ ﾚｽ keitai@****.ne.jp 現地踏査 伸縮計 1台 GPS測量機器 1台

技術者区分 主任技師/理学博士 2 水位計 2台

類似業務経験 ○○地すべり解析業務

主任技術者 地質調査

氏　　　　　　　　　名 調査　太郎 2 ※伸縮計2台のうち1台については着手日+2日程度で設置可能

所　 属　・　役 　職 ○○部××課長

T　E　L　（会社） 0**-****-****

（会社）

○○日○時 その他　調査日程、調査に当たっての補足事項

着手当日は 調査員○名で現地踏査 ○名が計測機器設置にあたりまF　A　X　（会社） 0**-****-****

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（会社） name@kaisya.co.jp

携　　帯　　番　　号 090-****-****

携 帯  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ keitai@****.ne.jp

技術者区分 技師Ａ/技術士

類似業務経験 ○○地すべり解析業務

記載方法 関東農政局技術審査会 会長　　○○　○○
太枠内を記入してください

着手当日は、調査員○名で現地踏査、○名が計測機器設置にあたりま
す。傾斜計設置のためのボーリングについては、翌日よりボーリングマシ
ンを設置し着手、着手日より3日後から観測可能となります。同時にすべ
り面の推定を行います。
　伸縮計については、1台は着手日翌日から稼働、水位計については、
既存ボーリン孔設置のため着手日に設置可能です。

解析については調査開始後3日間程度のデータを見て判断します。

・太枠内を記入してください。
・「災害状況調査対応」については、「可能」、「不可能」のどちらかに「○」を付すこと。 担当者：整備部○○課○○係 　　　　　○○　○○
・「災害状況調査対応」が「可能」の場合は、会社名、住所、対応者、対応内容を記入すること。 TEL
・「災害状況調査対応」が「不可能」の場合は、会社名のみ記入すること。 FAX
・ 「技術者区分」、「資格」は公募時に提出した技術資料の記載内容による。
・ 対応内容について、現地到着し作業着手可能となる日時、調達が確実な資機材数量を記入すること。
・「回答日時」は、対応責任者が本調書を送信する際の時刻を記入すること。
・ 適宜欄を増やして記載して下さい。
・ 参考見積もりを添付して下さい。
・ 着手日に搬入できない機器等があっても、後日搬入可能であれば、その旨（搬入予定日も）記載して下さい。
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